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定款一部変更に関するお知らせ 
 

当社は、本日開催の取締役会において、平成29年6月28日に開催予定の第87期定時株主総会での承認

を前提として、以下に記載の定款一部変更を行うことを決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

 

１． 変更の理由 

平成 29 年 3 月 28 日付「代表取締役・取締役および監査役の異動の内定に関するお知らせ」

の通り、代表取締役会長の職位を新設することに伴うもの。 

 

２． 定款の変更内容 

現行定款 変更案 

第３章 株主総会 

 
第１４条（招集権者および議長） 
 株主総会は、取締役会の決議により、取締役社
長がこれを招集してその議長となる。 
２．取締役社長に事故があるときは、取締役会の
決議によって、あらかじめ定めた順序により、他
の取締役がこれに代る。 
 

（条文省略） 
 

第４章 取締役および取締役会 
 
第２３条（取締役会の招集権者および議長） 

 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、

取締役社長がこれを招集し、議長となる。 

２．取締役社長に欠員または事故があるときは、取

締役会であらかじめ定めた順序により他の取締役が

これに当たる。 

 

第３章 株主総会 

 
第１４条（招集権者および議長） 
 株主総会は、取締役会の決議により、取締役会
長または取締役社長がこれを招集してその議長と
なる。 
２．取締役会長および取締役社長に事故があると
きは、取締役会の決議によって、あらかじめ定め
た順序により、他の取締役がこれに代る。 
 

（現行どおり） 
 

第４章 取締役および取締役会 
 
第２３条（取締役会の招集権者および議長） 

 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、

取締役会長または取締役社長がこれを招集し、議長

となる。 

２．取締役会長および取締役社長に欠員または事故

があるときは、取締役会であらかじめ定めた順序に

より他の取締役がこれに当たる。 

 

 

以 上 

 

 


